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意見提出者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 
１．項目 薬局における薬歴簿保管条件の緩和 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

・現状、薬局における薬歴簿ついては、薬局個店毎に保管することが義務

付けられており、同一患者であっても、薬局毎に異なる薬歴簿を作成し

なければならないことから、ICTを活用した患者情報の一元管理や薬局間

での情報共有・活用を妨げる一因となっているものと考えます。 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

・薬剤師法 

第 28条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 

  ３ 薬局開設者は、第１項の調剤録を、最終の記入の日から 

３年間、保存しなければならない。 

 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

・薬暦簿や患者ＩＤ等の管理の在り方について一元管理を可能とする等、

柔軟性を持たせていただきたい。 

 

 


